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                議 事 日 程 （第 ６ 号） 

 

平成３０年３月１５日（木曜日）  午後３時４３分 開議（本会議） 

 

 日程第 １ ※予算審査特別委員会                                

       議第 ８号 平成３０年度遊佐町一般会計予算                     

       議第 ９号 平成３０年度遊佐町国民健康保険特別会計予算               

       議第１０号 平成３０年度遊佐町公共下水道事業特別会計予算              

       議第１１号 平成３０年度遊佐町地域集落排水事業特別会計予算             

       議第１２号 平成３０年度遊佐町介護保険特別会計予算                 

       議第１３号 平成３０年度遊佐町後期高齢者医療特別会計予算              

       議第１４号 平成３０年度遊佐町水道事業会計予算                   

       ※条例案件の審議及び採決                              

 日程第 ２ 議第１５号 遊佐町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

             の設定について                             

 日程第 ３ 議第１６号 遊佐町工場立地法地域準則条例の設定について               

 日程第 ４ 議第１７号 遊佐町地区計画等の案の作成手続に関する条例の設定について        

 日程第 ５ 議第１８号 遊佐町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例を廃止する条例の設定 

             について                                

 日程第 ６ 議第１９号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について   

 日程第 ７ 議第２０号 遊佐町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定 

             める条例等の一部を改正する条例の設定について              

 日程第 ８ 議第２１号 遊佐町国民健康保険条例等の一部を改正する条例の設定について       

 日程第 ９ 議第２２号 遊佐町企業奨励条例等の一部を改正する条例の設定について         

 日程第１０ 議第２３号 遊佐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

             律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正 

             する条例の制定について                         

 日程第１１ 議第２４号 遊佐町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第１２ 議第２５号 遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

             いて                                  

 日程第１３ 議第２６号 遊佐町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のため 

             の固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例の制定について       

 日程第１４ 議第２７号 固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例の一部を改正する条例の 

             制定について                              

 日程第１５ 議第２８号 遊佐町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について   

 日程第１６ 議第２９号 遊佐町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について           
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 日程第１７ 議第３０号 遊佐町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について       

 日程第１８ 議第３１号 遊佐町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について          

 日程第１９ 議第３２号 遊佐町水道給水条例の一部を改正する条例の制定について          

 日程第２０ 議第３７号 遊佐町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について          

 日程第２１ ※予算審査結果報告及び採決                             

       ※事件案件の審議及び採決                              

 日程第２２ 議第３３号 町道路線の廃止及び認定について                     

 日程第２３ 議第３４号 遊佐町過疎地域自立促進計画の一部変更について              

 日程第２４ 議第３５号 酒田市との庄内北部定住自立圏形成協定の変更について           

 日程第２５ 議第３６号 白井・金俣辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更について     

 

                       ☆  

 

                  本日の会議に付した事件 

 

（議事日程第６号に同じ） 

 

                       ☆  

 

                 出 欠 席 議 員 氏 名 

 

応招議員  １２名 

 

出席議員  １２名 

     １番   齋  藤     武  君      ２番   松  永  裕  美  君 

     ３番   菅  原  和  幸  君      ４番   筒  井  義  昭  君 

     ５番   土  門  勝  子  君      ６番   赤  塚  英  一  君 

     ７番   阿  部  満  吉  君      ８番   佐  藤  智  則  君 

     ９番   髙  橋  冠  治  君     １０番   土  門  治  明  君 

    １１番   斎  藤  弥 志 夫  君     １２番   堀     満  弥  君 

 

欠席議員   なし 

 

                       ☆  

 

                 説明のため出席した者職氏名 
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 町     長  時  田  博  機  君   副 町 長  本  宮  茂  樹  君 

 総 務 課 長  池  田  与 四 也  君   企 画 課 長  堀        修  君 

 産 業 課 長  佐  藤  廉  造  君   地域生活課長  川  俣  雄  二  君 

 健康福祉課長  髙  橋     務  君   町 民 課 長  中  川  三  彦  君 

 会 計 管 理 者  髙  橋  晃  弘  君   教  育  長  那  須  栄  一  君 
 教 育 委 員 会           佐  藤  啓  之  君   農業委員会会長  佐  藤     充  君  教 育 課 長 
 選挙管理委員会           佐  藤  正  喜  君   代表監査委員  金  野  周  悦  君  委 員 長 
 

                       ☆  
 
                 出 席 し た 事 務 局 職 員 

 

  局  長  富 樫 博 樹   議事係長  鳥 海 広 行   書  記  髙 橋 和 則 

 

                       ☆  

 

              本        会        議 

 

議 長（堀 満弥君）  延会前に引き続き本会議を開きます。 

  （午後３時４３分） 

議 長（堀 満弥君）  上衣は自由にしてください。 

  ただいまの議員の出席状況は、全員出席しております。 

  なお、説明員としては、町長以下全員出席しておりますので、ご報告いたします。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

  それでは、条例案件の審議に入ります。 

  日程第２、議第15号 遊佐町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

設定についての件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第15号 遊佐町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

設定についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 
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  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第３、議第16号 遊佐町工場立地法地域準則条例の設定についての件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第16号 遊佐町工場立地法地域準則条例の設定についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第４、議第17号 遊佐町地区計画等の案の作成手続に関する条例の設定についての件を議題

といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第17号 遊佐町地区計画等の案の作成手続に関する条例の設定についての件を採決いたし

ます。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第５、議第18号 遊佐町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例を廃止する条例の

設定についての件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 



 
- 267 - 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第18号 遊佐町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例を廃止する条例の設定に

ついての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第６、議第19号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について

の件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第19号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定についての件を

採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第７、議第20号 遊佐町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例の設定についての件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第20号 遊佐町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例の設定についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第８、議第21号 遊佐町国民健康保険条例等の一部を改正する条例の設定についての件を議
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題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第21号 遊佐町国民健康保険条例等の一部を改正する条例の設定についての件を採決いた

します。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第９、議第22号 遊佐町企業奨励条例等の一部を改正する条例の設定についての件を議題と

いたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第22号 遊佐町企業奨励条例等の一部を改正する条例の設定についての件を採決いたしま

す。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第10、議第23号 遊佐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ての件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 
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  これより議第23号 遊佐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件

を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第11、議第24号 遊佐町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ての件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第24号 遊佐町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件

を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第12、議第25号 遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についての件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第25号 遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

の件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第13、議第26号 遊佐町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化の
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ための固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第26号 遊佐町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための

固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第14、議第27号 固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例の一部を改正する条

例の制定についての件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第27号 固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例の一部を改正する条例の制

定についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第15、議第28号 遊佐町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について

の件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第28号 遊佐町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を
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採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第16、議第29号 遊佐町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題といた

します。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第29号 遊佐町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第17、議第30号 遊佐町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての件を議

題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第30号 遊佐町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いた

します。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第18、議第31号 遊佐町都市公園条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とい

たします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 
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議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第31号 遊佐町都市公園条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第19、議第32号 遊佐町水道給水条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とい

たします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第32号 遊佐町水道給水条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第20、議第37号 遊佐町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とい

たします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第37号 遊佐町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第21、予算審査の結果報告に入ります。 
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  さきに予算審査特別委員会に付託し、審査をお願いしておりました議第８号 平成30年度遊佐町一般会

計予算ほか特別会計等予算６件について、予算審査特別委員会、菅原和幸委員長より審査の結果について

報告を求めます。 

  予算審査特別委員会、菅原和幸委員長、登壇願います。 

予算審査特別委員会委員長（菅原和幸君） 

平成30年３月１５日 

  遊  佐  町  議  会 

  議 長  堀  満 弥 殿 

予 算 審 査 特 別 委 員 会   

委員長  菅 原 和 幸   

審 査 結 果 報 告 書 

  平成30年３月８日、定例本会議において、本特別委員会に付託された下記事件につき、審査の結果を次

の通り報告します。 

記 

 １．審査を付託された事件 

    議第８号 平成30年度遊佐町一般会計予算 

    議第９号 平成30年度遊佐町国民健康保険特別会計予算 

    議第10号 平成30年度遊佐町公共下水道事業特別会計予算 

    議第11号 平成30年度遊佐町地域集落排水事業特別会計予算 

    議第12号 平成30年度遊佐町介護保険特別会計予算 

    議第13号 平成30年度遊佐町後期高齢者医療特別会計予算 

    議第14号 平成30年度遊佐町水道事業会計予算 

 ２．審査の結果及び意見 

    平成30年度遊佐町一般会計予算ほか６件の特別会計等予算について慎重に審査した結果、いずれも 

   適正なものと認め、原案の通り決定すべきであると意見の一致をみた。 

 ３．審査の記録 

    委員会条例第27条に規定する本特別委員会の記録は、別途整理のうえ提出する。 

  以上です。 

議 長（堀 満弥君）  お諮りいたします。 

  ただいま予算審査特別委員会委員長報告のとおり、本案を原案どおり決するに賛成の方は起立願います。 

  （賛成者起立） 

議 長（堀 満弥君）  起立多数です。 

  よって、議第８号 平成30年度遊佐町一般会計予算、議第９号 平成30年度遊佐町国民健康保険特別会

計予算、議第10号 平成30年度遊佐町公共下水道事業特別会計予算、議第11号 平成30年度遊佐町地域集

落排水事業特別会計予算、議第12号 平成30年度遊佐町介護保険特別会計予算、議第13号 平成30年度遊

佐町後期高齢者医療特別会計予算、議第14号 平成30年度遊佐町水道事業会計予算、以上７議案は原案ど
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おり可決されました。 

  次に、事件案件の審議に入ります。 

  日程第22、議第33号 町道路線の廃止及び認定についての件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第33号 町道路線の廃止及び認定についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第23、議第34号 遊佐町過疎地域自立促進計画の一部変更についての件を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第34号 遊佐町過疎地域自立促進計画の一部変更についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第24、議第35号 酒田市との庄内北部定住自立圏形成協定の変更についての件を議題といた

します。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第35号 酒田市との庄内北部定住自立圏形成協定の変更についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 
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  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  次に、日程第25、議第36号 白井・金俣辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更についての件

を議題といたします。 

  直ちに質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  （「なし」の声あり） 

議 長（堀 満弥君）  ないようですので、これにて討論を終了いたします。 

  これより議第36号 白井・金俣辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更についての件を採決い

たします。 

  お諮りいたします。本件を原案どおり決するに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

議 長（堀 満弥君）  挙手全員です。 

  よって、本件は原案どおり可決されました。 

  以上をもって本定例会に付議された案件は全部終了いたしました。 

  これをもって第523回遊佐町議会３月定例会を閉会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

  （午後４時１０分） 
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